
～東京薬業健保組合からのお知らせ～

○届出等文書送付にかかるコスト削減

○発送作業や文書到着までの時間短縮

○文書保管に要するスペースの確保

○誤送付や文書の紛失など人的要因による
個人情報漏えいに対するリスクの回避

事業所 ➡ 健保組合への送信

【適用関係申請書】
資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届

健保組合 ➡ 事業所への送信

【月次帳票】
納入告知書、増減内訳書、算定原簿、産前産後・育休満了通知等

※順次対象書類を拡大予定【対象となる書類について】

令和6年10月（予定）から

「電子文書転送システム」を開始いたします。

「電子文書転送システム」とは、インターネット回線を利用して事業所と健保
組合間で安全に電子ファイルの送受信を行うことができるサービスです。

問合せ先：業務推進課 ☎03（3581）1672

【導入によるメリット】
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